
一
頁 

○
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

無
線
設
備
規
則

(

昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号

)

第
二
十
四
条
第
九
項
及
び
第
四
十
九
条
の
二

十
三
第
二
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行

う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
で
一
、
六
一
八
・
二
五
MHz

か
ら
一
、
六
二
六
・
五
MHz

ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信

す
る
も
の
の
技
術
的
条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
な
お
、
平
成
九
年
郵
政
省
告
示
第
六
百
五
十
九
号

(

無
線
設
備
規

則
第
二
十
四
条
第
四
項
及
び
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
二
号
ニ
の
規
定
に
基
づ
き
、
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛

星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
で
一
、
六
二
一
・
三
五
MHz

か
ら
一
、

六
二
六
・
五
MHz

ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件

)

は
廃
止
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

武
田 

良
太 

 

一 

送
信
装
置 

 

１ 

搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

(一)

主
と
し
て
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
る
無
線
設
備
以
外
の
無
線
設
備 

周

波

数

帯 

等
価
等
方
輻
射
電
力
の
尖
頭
電
力 



二
頁 

一

〇

〇
kHz

を

超

え

三

〇

MHz

以

下 

任
意
の
一
〇
kHz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（
－
）
八
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ

ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
）
以
下 

三

〇
MHz

を

超

え

一

、

〇

〇

〇
MHz

以

下 

任
意
の
一
〇
〇
kHz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（
－
）
八
七
デ
シ
ベ
ル
以
下 

一

、

〇

〇

〇
MHz

を

超

え

一

二

、

七

五

〇
MHz

以

下 

任
意
の
一
〇
〇
kHz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（
－
）
七
七
デ
シ
ベ
ル
以
下 

（二）

主
と
し
て
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
る
無
線
設
備 

周

波

数

帯 
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
尖
頭
電
力
又
は
空
中
線
接
続
端
子
で

の
平
均
電
力 

備

考 

一

〇
kHz

を

超

え

三

〇
MHz

以

下 

任
意
の
一
〇
kHz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の

尖
頭
電
力
が
（
－
）
八
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ

ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
）
以
下 

 

三

〇
MHz

を

超

え

一

、

〇

〇

〇
MHz

以

下 

任
意
の
一
〇
〇
kHz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力

の
尖
頭
電
力
が
（
－
）
八
七
デ
シ
ベ
ル
以
下 

 

一

、

〇

〇

〇
MHz

を

超

え

任
意
の
一
〇
〇
kHz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力

 



三
頁 

一

、

五

五

九
MHz

以

下 

の
尖
頭
電
力
が
（
－
）
七
七
デ
シ
ベ
ル
以
下 

一

、

五

五

九
MHz

を

超

え

一

、

六

〇

五
MHz

以

下 

任
意
の
五
〇
〇
kHz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
空
中
線
接
続
端
子
で

の
平
均
電
力
が
（
－
）
一
一
八
デ
シ
ベ
ル
以
下 

注

１

、

２ 
一

、

六

〇

五
MHz

を

超

え

一

八
GHz

以

下 

任
意
の
一
〇
〇
kHz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力

の
尖
頭
電
力
が
（
－
）
七
七
デ
シ
ベ
ル
以
下 

 

注
１ 

二
〇
ミ
リ
秒
間
の
平
均
電
力
と
す
る
。 

２ 

携
帯
移
動
地
球
局
と
衛
星
無
線
航
法
装
置
の
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
四
〇
デ
ジ
ベ
ル
を
超
え
る
場
合
、

当
該
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
四
〇
デ
シ
ベ
ル
と
の
差
を
空
中
線
接
続
端
子
で
の
平
均
電
力
の
許
容
値
に

加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
無
線
航
行
衛
星
業
務
の
受
信
設
備
を
搭
載
し
な
い
場
合
を
含
め
、

全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
許
容
値
は
二
六
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

故
障
を
検
出
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
検
出
後
一
秒
未
満
の
間
に
自
動
的
に
電
波
の
送
信
を

停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

受
信
装
置 

副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
は
前
項
１
に
規
定
す
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
尖
頭
電
力
又
は
空
中
線
接
続
端

子
で
の
平
均
電
力
の
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 


